
こども性暴力防止法に基づく安全確保措置のフロー (全体像)

未然防止

早期把握
相談

初期対応

調査

調査を踏まえた

対応

※元従事者を含む

※性暴力・不適切な行為の疑いがある場合.警察への通報、P,π轄庁へ
の通告、事業者への通報などを行う。

____¨
‐´´
‐~‐

‐

     1

▼

▼

児童等の
日常観察

__●

報告・対応ルール
の策定・周知

l
性暴力・不適切な行為の疑いを把握

発見時の
初期対応

置
「
~~=輛

|ヽ

'覇

:油面
~|

1 避策としての防 |
ヒ__■二造置______」

保護者への
連絡・説明

× 初期対応の段階から、必要に応
じて保護・支援を実施.

※相談・通報の内容に応して、警察への通報、所轄
庁への通告、事業者への通報などを行う。`
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踏まえて対応

通告

犯罪が疑われる場合

警察

行政機関
(所管行政庁等)

性暴力事案への対
応に関する経験・知
見を有する外部機
関・専門家

情報及び客観

証拠の保全
聴き取り

児童相談所

児童福祉審議会

医療機関

公認心理師
臨床心理士

対応方針決定

等

※ 主として連携する
行政機関は適用法
令により異なる。
※ 各所管行政庁等は
権限に応じて適切に
対応する。

保護・支援
・接触回避
・支援情報提供
・相談対応

等

事業者内の相談・通報窓口
〈児童等・保護者向け)
相談員・相談窓口
(従事者向け)
公益通報者保護法に基づく窓口

事業者外の相談・通報窓口
(児童等・保護者向け)
公的機関等が設置する相談窓口
(従事者向け)
公益通報者保護法に基づく窓口

× その他指導
処分等 X必 要に応じて

事業者

|  こども政策  |
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相談体制の整備・
周知

日ごろからの未然防止の取網
・服務規律等の整備・周知
.施設・事業所環境の整備
.従筆者への研修
・児童等や保護者への教育・啓発
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定期的な面談・

アンケート
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教育委員会

性果力被害者
支援機関
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事実の有無
の評価
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防止措置 その他の関係者
への対応・支援]|
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